
令和８年度採用 千歳市会計年度任用職員募集案内 

「募集職種：保育士・保育教諭」 
 

 

１  募集期間 

  令和８年２月10日（火）～採用決定まで 

 

２  職種、採用予定人員及び応募資格 
 

職  種 採用予定人員 応 募 資 格 等 

保 育 士 

11 人 

・保育士資格を有する方 

・パソコンの基本操作が可能な方 

保 育 教 諭 
・幼稚園免許（1種・2種）、保育士資格を有する方 

・パソコンの基本操作が可能な方 

 

（注）・応募資格等の実務経験の記載は、申込時までのものとします。 

・応募資格等は、特に記載がない限り申込時において、全項目が必須となります。  

・地方公務員法第１６条の規定により、次のいずれかに該当する方は応募できません。 

    ○禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者 

○千歳市職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない者 

○日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張す

る政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 

 

３  勤務条件等 

 

項  目 内    容 

任 用 期 間 

令和８年４月１日～令和９年３月 31 日 

※ 勤務成績が良好であると認めた場合は、会計年度毎に最大５年間の範囲で

再度任用することがあります。 

勤 務 形 態 
月～金の５日間（行事により土曜日等に勤務してもらう場合があります） 

7：00～18：00 までの間の１週あたり 38.75 時間のシフト勤務 

休 日 土・日・祝日・年末年始 

勤 務 場 所 認定こども園つばさ・認定こども園ひまわり 

職 務 内 容 
園児の教育・保育 

教育・保育にかかわる事務作業等 

報 酬 

【保育士】 月額 210,000 円 ～ 222,600 円 

【保育教諭】月額 218,200 円 ～ 230,400 円 

※ 条例、規則に定める基準を満たした場合、期末勤勉手当、通勤手当相当額

等の支給があります。（任用課で別に定める場合を除く。） 



報 酬 等 支 給 日 
月額による報酬支給者：当月２１日 

日額・時給による報酬支給者：翌月２１日 

休 暇 任用期間に応じて、年次有給休暇を付与します。 

加 入 保 険 等 
任用期間や勤務時間により、健康保険、厚生年金保険、雇用保険の適用があり

ます。 

公 務 災 害 
市の非常勤職員の公務災害補償制度又は労働者災害補償保険のいずれかが適用

されます。 

服 務 

地方公務員法に規定する服務の各規定が適用されます。（服務の宣誓、法令及

び上司の職務上の命令に従う義務、信用失墜行為の禁止、守秘義務、職務専念

義務、政治的行為の制限） 

パートタイム勤務の会計年度任用職員は、営利企業への従事（兼業）を行うこ

とができます。ただし、以下の場合は認められませんので留意してください。 

・兼業を行うことによって、職務の遂行に支障をきたすおそれがある場合 

（兼業先との所定勤務時間の合計が本市常勤職員の標準勤務時間を上回る場合

など） 

・兼業を行うことによって職務の公正を確保できなくなるおそれがある場合 

・兼業を行うことによって本市の信用を損なうおそれがある場合 

そ の 他 任用から１か月間は試用期間となります。 

 

４  申込方法及び申込先 

    （１）申込書類 

        千歳市会計年度任用職員申込書 兼 履歴書（市指定用紙） 

※ 資格・免許が必要な職種については、資格証明書等の写しも必要となります。 

    （２）申込書類の提出先（問合せ先） 

千歳市こども福祉部認定こども園つばさ 

千歳市花園４丁目３－１ 

0123-24-9200（直通） 

※ 郵送の場合は、必ず簡易書留で申し込み願います。 

   （３）受付期間  令和８年２月 10 日（火）～採用決定まで  ８時 45 分～17時 15 分 

※ 申込書類は、認定こども園つばさ配布するほか、千歳市のホームページ（職員採

用情報）からダウンロードすることができます。 

 

５  試験の実施方法 

『書類審査・面接』 

※ 書類選考の結果および面接日程等の通知については、随時、応募者へ通知します。 

６  その他 

申込書類は一切お返しいたしません。取得した個人情報については、千歳市会計年度任用

職員の選考及び職員の任用のためにのみ用い、それ以外の目的には使用しません。なお、採

用された方の申込書類については採用後の人事管理資料として利用し、採用されなかった方

の申込書類については、一定期間経過後、適切な方法で廃棄します。 


